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アンダーシャツの着用に関して (通知)

財団法人 日 本卓球協会

ル ール ・雷判委 員会

委員長  副 ll 敦司

最近t競 技用服装からはみ出した状態で着用されているアンダーシャツが確認されており、更に首周りにメーカー

ロゴを認めるものが一言[で確認されてしヽます。

この件1よ現行のルーブ明こ定められていなしヽ事項のため、大会当日の雷判長に判断と対応が一任されることになりま

すがtと きほ見解の相違が起こつてしヽます。

今回ルール留判委員会とじて基本的な指針を作成しましたので通知します。

1.ル ールに基づく考え方につしヽて

〔乃 ア ンダーシャツは競技用服装ではなく、下着ほ属するものと判断します。

(イ)ス パッツも同様に競技用服装ではありませんが、競技用服装の外に着用できるものとじて、既に第2章 :競技ル
ール 2.2.2.1.2)で 着用に関してルール上承認されています。

(ウ ス パッツヘの広告|よ 日本卓球ルール(2.2.5.101の広告規定で 「メーカーの商標 ・口Jの みlヵ所に、1を発m2

以 卜は 公翻用具指定業者の製毘のみ」としヽう条件で承翻されていま軌

(コ 広 告規定ではメーカーの商標 ・ロヨの適用範囲を、サポーター、リストバンド、ヘアノヽンド、スパッツの4種類

に限定じてしヽます。

(劾 ア ンダーシャツのメーカーロjは 広告規定 2.25,10)に おいてまだ許可されていません。

2、 以上の理由から大会における原則的な対応を示します

① ア ンダーシャツ薩 鵜を謡めま軌

② ア ンダーシャツほ明らかにメーカーの商標・ロゴやその他広告が確認できる揚含|ま穐銭 船を隠じて使用できる

*広告部分にチTプを施る又は折り込む等の力法で艦じてくださしヽ。

*広告部分が競技用服装からはみ出さないものであれ|よ問題となりませれ

(競技中に1ま桝地じてこないように、選手1寵用に当たって,輪 じてくださしヽ。)

③ ア ンダーシャツ自体が畿撮用鞭襲からいくらかはみ出す程度はスパッツ同様に調めま軌
*そのはみ出し程度が奇異か否かは窒遡量幽断です力ヽ 首周り及び肘の手前位までは容調されま軌
*競技用服装が半約であることから、大会での長砲アンゞ ―シャツの薔周は許可されません。

④ 団体戦、ダブルスの際の着用について【アンダーシャツが競技用服装からはみ出すケースにおいて|よ競技用服装

と目鶴叉は団鞭 前つてしヽることが望ましいと書えま毬お、IB8寺点で|よ同じチーム1寵用する者と醤用しない

者が現在じていても、また選手圏士の色が異なつていても、蕎濡を許可します。

③ 国 的 ら新たに指針力地された場合に|よ再度検討を行しヽま軌
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